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学校給食費について 

 

１ 概要  

学校給食費は、３年毎に改定しており、令和７年度は、令和８年度の給食費改定に向けた検

討の時期となる。（前回の改定は、令和５年４月１日実施） 

 

２ 給食費の現状と課題 

【現状】 

下記の表に基づき、給食費を徴収しているが、昨今の急激な物価上昇の影響により、現在の

質を維持することが困難な状況である。 

区分 月額 基準回数 基準月数 基準額（１食単価） 

小学校 4,400円 187回 12月 282円（現行） 

中学校 5,100円 182回 12月 336円（現行） 

 

【課題】 

①前回改定を行った令和５年５月と同じ献立を令和７年５月の単価に置き換えて比較したと

ころ、１食あたりの食材の平均単価上昇率は、小学校で約１６.８％、中学校で約１８.３％と

なり、現行の給食を維持するためには、給食費の値上げが必要となる。仮に食材の平均単価上

昇率のみを考慮した場合、下記のとおりとなる。 

 ②昨今の急激な物価高騰に対応するため、給食費改定に向けた検討を毎年行う必要がある。 

 

３ 給食費改定に向けた基本的な考え方 

今回の改定では、前回の改定時と同様に５月分の献立に基づき、１カ月分の食材単価の上昇

率を比較し、検討を進めることとする。 

【理由】 

① 前回改定の５月分と比較することで価格の適正化につながるため。 

② ５月分の献立は、やきそばやカレーライスといった定番の献立から季節の食材やフルー

ツなど、様々な食材がバランスよく使用されている月であるため。 

 

 

区 分 

現在 値上げ後 

月額 

（A） 

基準額 

（１食単価） 

月額 

（B） 

基準額 

（１食単価） 

月間上昇額 

（B）-（A） 

年間上昇額 

（B×12）-（A×12） 

小学校 4,400円 282円 5,130円 
329円 

730円 8,760円 
＋47円 

中学校 5,100円 336円 6,030円 
397円 

930円 11,160円 
＋61円 
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４ 給食費の改定  

諮問①「学校給食費の改定時期」について 

給食費の改定時期を３年毎の改定から、１年毎の改定に変更する。 

 

諮問②「学校給食費の徴収月数」について 

８・９月分でひと月とし、１２カ月徴収から１１カ月徴収に変更する。 

 

諮問③「学校給食費の改定」について 

⑴～⑵を条件とし、学校給食費を改定する。 

⑴ 上昇率を加味して計算（小学校：約１６.８％、中学校：約１８.３％）。ただし、米飯の価

格が直近で大幅に上昇している状況を踏まえ、米飯については最新単価を適用する。 

⑵ 新たな給食センターへ炊飯設備が導入され、令和８年度の２学期より委託炊飯と比較して

コストが抑制される見込みであることを考慮し、給食費の改定を検討する。 

 

〇改定案  

小学生：月額 4,400円から 保護者負担額月額 5,600円 

中学生：月額 5,100円から 保護者負担額月額 6,580円(1学期)及び 6,050円(2学期以降) 

 

 

 

 

 

 

区 分 

現在 値上げ後 

月額（A） 基準月数 月額（B） 基準月数 
基準額 

（１食単価） 
月間上昇額 

（B）－（A） 
年間上昇額 

小学校 4,400円 12 カ月 5,600円 11カ月 
329円 

（＋47 円） 
1,200円 8,800円 

中学校 5,100円 12カ月 

1 学 期 6,580円 

11カ月 

397円 

(＋61円) 
1,480円 

7,470円 

２ 学 期 以 降 6,050円 
365円 

(＋29円) 
950円 

月 ４ ５ ６ ７ ８・９ １０ １１ １２ １ ２  ３ 

月額 6,580 6,580 6,580 6,580 
6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 

6,050 

（-527） 
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■算出根拠 

 【小学校】 

４，４００円 × １１６．８％ ＝ ５，１３９円 

 ５，１３９円 × １２カ月 ＝ ６１，６６８円 

６２，５６８円 ÷ １１カ月 ＝ ５，６０６円（１カ月あたり）➡５，６００円 

 【中学校】 

５，１００円 × １１８．３％ ＝ ６，０３３．３円 

 ６，０３３円 × １２カ月 ＝ ７２，３９６円 

７２，３９６円 ÷ １１カ月 ＝ ６，５８１円（１カ月あたり）➡６，５８０円 

 

※センター炊飯考慮 

委託炊飯１１８.８０円・センター炊飯６８.５６円（税抜き） 

令和８年度の２学期より新センターにて炊飯を行うことが可能となり、令和７年度と同様の回

数を実施するとした場合、令和８年度は１名当たり約３，６９０円価格が抑えられる見込みで

す。 

令和７年１学期米飯献立３８回 ２学期以降米飯献立６８回 合計１０６回 

 

委託炊飯  ：６８回×１２８.３円＝８，７２４.４円 

センター炊飯：６８回×７４.０４円＝５，０３４.７２円 

８，７２４円－５，０３４円＝３，６９０円 

６，５８０円－（３，６９０円÷７カ月）＝６，０５３円→６，０５０円 


